
議案第１２号   

 

札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する 

条例案 

令和５年（２０２３年）１１月２９日提出 

 

札幌市長 秋 元 克 広   

 

札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する 

条例 

札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条例第３７号）の

一部を次のように改正する。 

(1) 第３条第１項中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、「、宿日直手当」

を削り、同条第２項中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 

(2) 第１４条中「限る」の次に「。次条において同じ」を加え、同条後段を削

り、同条の次に次の１条を加える。 

  （勤勉手当） 

 第１４条の２ 会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、市長が別に

定めるもののほか、一般職員の例による。 

(3) 第１９条を次のように改める。 

 第１９条 削除 

(4) 第２０条第１項中「当該日数」を「当該１月の日数」に改める。 

(5) 附則に次の１条を加える。 

  （令和５年度における通勤について支給する通勤手当に関する特例措置） 

第９条 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間の通勤について

支給する通勤手当（令和５年４月１日から同年１１月３０日までの間の通

勤について支給する通勤手当にあっては、同年１２月１日においてこの条

例の適用を受ける会計年度任用職員として在職する者及び当該期間内にこ

の条例の適用を受ける会計年度任用職員であった者であって、同日におい

て札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例



（昭和４１年条例第５３号）又は札幌市企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例（昭和４１年条例第５３号）の適用を受ける会計年度任用職員

として在職する者に係るものに限る。）に係る第１３条第１項の規定により

その例によることとされる給与条例第２５条の３第２号の規定の適用につ

いては、同号ア中「２，４００円」とあるのは「２，９００円」と、同号

イ中「４，６００円」とあるのは「５，１００円」と、同号ウ中「７，５

００円」とあるのは「８，０００円」と、同号エ中「１０，４００円」と

あるのは「１０，９００円」と、同号オ中「１３，３００円」とあるのは

「１３，８００円」と、同号カ中「１６，２００円」とあるのは「１６，

７００円」と、同号キ中「１９，１００円」とあるのは「１９，６００円」

と、同号ク中「２２，０００円」とあるのは「２２，５００円」と、同号

ケ中「２４，８００円」とあるのは「２５，３００円」と、同号コ中「２

６，６００円」とあるのは「２７，１００円」と、同号サ中「２８，４０

０円」とあるのは「２８，９００円」と、同号シ中「３０，２００円」と

あるのは「３０，７００円」と、同号ス中「３２，０００円」とあるのは

「３２，５００円」とする。この場合においては、第１３条第１項の規定

にかかわらず、給与条例附則第１８項の規定の例によらないものとする。 

(6) 別表１から別表３までを次のように改める。 

別表１ 

会計年度任用職員事務補助職給料表 

号俸 給料月額 

 円 

１ １６３，６００ 

２ １６８，４００ 

３ １７３，５００ 

備考 この表は、市長が別に定める事務補助の業務に従事する会計年度任

用職員に適用する。 

 別表２ 



会計年度任用職員標準職給料表 

号俸 給料月額 

 円 

１ １９３，４００ 

２ １９８，８００ 

３ ２０４，０００ 

４ ２０９，３００ 

５ ２１４，５００ 

６ ２１９，５００ 

７ ２２４，７００ 

８ ２３０，３００ 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に

適用する。 

 別表３ 

会計年度任用職員専門職給料表 

号俸 給料月額 

 円 

１ ２３８，１００ 

２ ２４３，７００ 

３ ２４９，３００ 

４ ２５５，３００ 

５ ２６１，７００ 

６ ２６８，３００ 

７ ２７４，７００ 



８ ２８１，０００ 

備考 この表は、市長が別に定める専門性の高い業務に従事する会計年度

任用職員に適用する。 

附 則 

 （施行期日等） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第３条第１項の改正規定（「、宿日直手当」を削る部分に限る。）並びに

第１９条及び第２０条第１項の改正規定並びに附則第３条中札幌市職員の

育児休業等に関する条例（平成４年条例第５５号）第７条第２項の改正規

定（「会計年度任用職員に限る」の次に「。第４項において同じ」を加える

部分を除く。） 公布の日 

(2) 附則に１条を加える改正規定（附則第９条前段に係る部分に限る。） 令

和５年１２月２１日 

(3) 附則に１条を加える改正規定（前号に掲げる部分を除く。） 札幌市職員

給与条例等の一部を改正する条例（令和５年条例第  号）の施行の日 

２ 改正後の札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例（以下「改正後の

会計年度給与条例」という。）附則第９条の規定は、令和５年４月１日から適

用する。 

 （給与の内払） 

第２条 改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、改正前

の札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給され

た給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第３条 札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例」を「前

項の規定にかかわらず、札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例」に

改め、「会計年度任用職員に限る」の次に「。第４項において同じ」を、「期

間（」の次に「前項の規定により人事委員会が定める期間に相当する期間を



含み、」を加え、同条第３項中「（会計年度任用職員を除く。）」を削り、同条

に次の１項を加える。 

 ４ 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員給与条例第１４条の２の規

定に基づき一般職員の例により支給する場合の勤勉手当に係る基準日に育

児休業をしている会計年度任用職員のうち、基準日以前６月以内の期間に

おいて勤務した期間（会計年度任用職員として勤務した期間に限る。）があ

る者には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

 

（理 由） 

 本市の一般職の職員の給与改定等を考慮して、本市の会計年度任用職員の給

料表の改定を行うとともに、地方自治法の一部改正により、パートタイムで勤

務する会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能とされたこと等を考慮

して、本市の会計年度任用職員に対して勤勉手当の支給を開始する等のため、

本案を提出する。 


